
平成２９年２月１３、１５、１７日 

 

登別市保健福祉部高齢・介護グループ 

登別市介護予防・日常生活支援 
総合事業について 

住民説明会 
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本日の要点 

１ 国が示す介護予防・日常生活支援総合事業 

 の概要 

 

２ 平成２９年度に実施する登別市介護予防・ 

 日常生活支援総合事業 
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１ 国が示す介護予防・日常生活 
 支援総合事業の概要 
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（厚生労働省：介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン（概要）から抜粋） 
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（厚生労働省：ホームページから一部抜粋） 
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地域包括ケアシステムの捉え方 



（厚生労働省：ホームページから一部抜粋） 
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（厚生労働省：ホームページから抜粋） 
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（厚生労働省：ホームページから抜粋） 
8 



（厚生労働省：地域包括ケア「見える化」システムから抜粋） 

登別市の人口の推計 
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（厚生労働省：ホームページから抜粋） 
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（厚生労働省：地域包括ケア「見える化」システムから抜粋） 

登別市の要介護（要支援）認定者数、認定率の推移 
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（厚生労働省：地域包括ケア「見える化」システムから抜粋） 

登別市の介護費用額の推移 
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（厚生労働省：ホームページから抜粋） 
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（厚生労働省：ホームページから抜粋） 
14 



第１号被保険者の保険料基準額（月額）の推移は
下表のとおりです。  

年度 全国平均 登別市 

平成１２～１４年度 ２，９１１円 ２，９６５円 

平成１５～１７年度 ３，２９３円 ２，９６５円 

平成１８～２０年度 ４，０９０円 ３，５００円 

平成２１～２３年度 ４，１６０円 ３，３００円 

平成２４～２６年度 ４，９７２円 ３，５００円 

平成２７～２９年度 ５，５１４円 ３，７００円 

登別市の第１号被保険者の保険料基準額の推移 
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（厚生労働省：介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン（概要）から抜粋） 
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介護予防サービス 
（要支援１、２） 

介護予防訪問介護（ホームヘルプサービス） 
介護予防通所介護（デイサービス） 

福祉用具貸与、訪問看護、通所リハビリテー
ションなど 

介護サービス 
（要介護１～５） 

現行と 
変更ありません 

総合事業 
訪問型サービス 
通所型サービス 

平成２９年３月末まで 平成２９年４月１日から 

介護保険制度の改正内容 
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（厚生労働省：介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン（概要）から抜粋） 
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（厚生労働省：介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン（概要）から抜粋） 
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総合事業の背景：ニーズの増大と担い手の減少 

団塊の世代が７５歳を向える２０２５年には、要介護リスクが高く
なってくる後期高齢者（７５歳以上）人口は、増加し続けるが、一
方で、生産年齢（１５－６４歳）人口は継続的に減少し、その
ギャップは拡大し続ける。 

 
単に支援を必要とする高齢者の増加だけでなく、単身世帯・高齢者
のみ世帯の増加により、在宅生活を支えるための生活支援ニーズは
高齢者人口の増加以上に、急速に高まってくることが予想される。 

 
他方、在宅介護のニーズが増加する中で、それを支える専門職数の
増加は、要介護者の増加に対応できるほどは期待できない。 

 
２０２５年に向けた地域包括ケアシステムの構築は、増加するニー
ズへの対応と生産年齢人口の減少という、２つの困難な条件のもと
に進めなければならない。 

（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング：介護予防・日常生活支援総合事業への移行のためのポイント解説を参照した） 
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総合事業に求められる発想の転換 

①新たな担い手確保による支援・サービス量の拡大 
 ◆新たな担い手が生活支援を提供 
 ◆高齢者も新たな担い手として期待される 

②総合事業で変わる専門職の役割 
 ◆「一対一」の関係から「一対多」の関係へ 
 ◆生活支援の担い手の多様化で介護人材は身体介護へ 

③時間をかけた住民主体の「地域づくり」 
 ◆「サービスづくり」ではなく「地域づくり」 
 ◆「お互いさま」の気持ちを具体化 

（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング：介護予防・日常生活支援総合事業への移行のためのポイント解説を参照した） 
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（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング：新しい総合事業の移行戦略地域づくりに向けたロードマップから抜粋） 
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２ 平成２９年度に実施する登別市 
 介護予防・日常生活支援総合事業 
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介護予防サービス 
（要支援１、２） 

介護予防訪問介護（ホームヘルプサービス） 
介護予防通所介護（デイサービス） 

福祉用具貸与、訪問看護、通所リハビリテー
ションなど 

介護サービス 
（要介護１～５） 

現行と 
変更ありません 

総合事業 
訪問型サービス 
通所型サービス 

平成２９年３月末まで 平成２９年４月１日から 

介護保険制度の改正内容 
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事業の種類 現行相当のサービス 

内容 日常生活上の介護及び機能訓練 

登別市における介護予防・生活支援サー
ビス一覧（平成２９年度） 
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事業の種類 現行相当のサービス 

内容 訪問介護員による身体介護、生活援助 

１ 対 象 者  要支援１・２ 
２ 利用者負担  １割または２割 
３ 実 施 方 法  事業所指定（現行同様の介護事業所） 
４ 訪問型サービスの内容 

５ 通所型サービスの内容 



  

サービスの利用を希望する６５歳以上の市民の方 

市高齢・介護Ｇ、地域包括支援センターへご相談ください 

要介護認定の申請及び認定 

非該当の方 

介護支援専門員（ケアマネージャー）等が、健康状態や生
活の困りごとなどを伺い、必要なサービスを決定します 

総合事業を利用できます 

要介護１～５の方 要支援１、２の方 

地域包括支援センター 指定居宅介護支援事業所 

一般介護予防事業を利用できます 

介護予防サービスを利用できます 

介護サービスを利
用できます 

総合事業の利用の流れ 
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平成２９年 

３月 
４月 

総合事業開始 
５月 ６月 

新規要支援認定者 

更
新
者 

H29.4.1更新 

H29.5.1更新 

H29.6.1更新 

H30.3.1更新 

総合事業の移行時期 

平成３０年 

２月 
３月 

完全移行 

更 新 

更 新 

更 新 

更 新 

予防給付 総合事業 

～ 

（１）新規要支援認定者 
  ・平成２９年４月１日以降の申請時から総合事業利用開始 
（２）更新時期に要支援認定更新をした方 
  ・平成２９年４月１日以降の要支援認定更新時から総合事業利用開始 
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申請区分等 

現行 平成２９年４月 ～ 

原則の認定 
有効期間 

認定可能な認定 
有効期間の範囲 

原則の認定 
有効期間 

認定可能な認定 
有効期間の範囲 

新規申請 ６か月 ３か月～１２か月 ６か月 ３か月～１２か月 

区分変更申請 ６か月 ３か月～１２か月 ６か月 ３か月～１２か月 

更
新
申
請 

要支援 ⇒ 要支援 １２か月 ３か月～１２か月 １２か月 ３か月～２４か月 

要支援 ⇒ 要介護 ６か月 ３か月～１２か月 １２か月 ３か月～２４か月 

要介護 ⇒ 要支援 ６か月 ３か月～１２か月 １２か月 ３か月～２４か月 

要介護 ⇒ 要介護 １２か月 ３か月～２４か月 １２か月 ３か月～２４か月 

 平成２９年４月以降は要介護認定における更新申請の有効期間が、次のとおり原則１２か月 
（有効期限の延長は上限２４か月）となります。 

要介護認定有効期間の延長 
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いつまでも元気で自立した生活を送るためには① 

みなさんの老後の願いはどちらですか？ 
  
 ◆手厚い介護を受けて暮らす 
 
 ◆自分のことは自分でやり、きままに暮らす 

29 



いつまでも元気で自立した生活を送るためには② 

みなさんにお伺いします。 
  
 ◆どんな生活を送りたいですか？ 
 
 ◆どんな自分になりたいですか？ 
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いつまでも元気で自立した生活を送るためには③ 

◆家の事は自分でしたい 

◆自分の趣味を楽しみたい 

◆旅行にも行きたい 

◆地域の集まりには参加したい 

◆孫の結婚式に出たい 

◆トイレに自分でいけるようにしたい 

◆お風呂は自分で入れるようにしたい 
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いつまでも元気で自立した生活を送るためには④ 
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つまり… 

いつまでも元気で、自立した生活を送りたい 

そのために必要なものは何か？ 

介護予防です 

将来、自分があるべき姿を考えるのは皆様です。 



ご清聴、ありがとう 
ございました。 


